
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　2014年は次年度予算案の議会審議を目前に、東京都と大阪市で任期途中の首長選挙が実施される

という地方自治で極めて異例の年になりそうだ。東京都は任期1年で前知事が医療法人からの現金

受け取り問題で想定外の辞職、大阪市は大阪都構想をめざす市長が任期2年で出直し選挙と、事情

は異なるが、「首長の都合」で行われる選挙経費はいずれも5億円を超える支出と推計されてい

る。民主主義のシステムで、民意を問うべきと有権者が求める住民投票については、掛かる経費を

理由に慎重な姿勢を示す長・議員は少なくないが、選挙についてそうした問題指摘はほとんど聞か

れない。都知事選挙の投票率は46.14％で、前回（2012年）を16.46ポイント下回り、過去３番目の

低い水準となった。20年ぶりに都心を襲った大雪の影響もあろうが、政治家の選挙への熱意と市民

の選挙への関心との乖離が広がる中での選挙の意味を、政治家は市民とともに考える必要があるだ

ろう。 （谷本有美子）

巻頭言
　昨年12月に公表された中央防災会議の首都直下地震に関する最終報告「首都直下地震の被害

想定と対策について」では、首都直下のＭ７クラスの地震及び相模トラフ沿いのＭ８クラスの

地震が発生した場合の被害想定が明らかにされた。中でも、今後30年間に発生する確率が70％

程度と高いＭ７クラスでは人的・物的被害が甚大で、市街地火災の多発、ライフライン被害、

交通施設などの被害が非常に大きくなる見込みである。また、首都中枢機能（政府機関や経済

中枢機能としての資金決済、証券決済、企業活動など）にも深刻な影響が出ることが明らかに

された。

　2011年３月の東日本大震災でも東京湾岸や関東内陸部の埋立地の液状化により臨海部コンビ

ナートや埋立地に造成された宅地被害は深刻であったが、首都直下地震による液状化などが

臨海部コンビナートに与える被害は極めて甚大かつ深刻なものになると考えられる。

　筆者も参加した「臨海部の地震・津波防災性向上に関する懇談会」（座長・濱田政則早大理

工学術院教授）では、東日本大震災で発生した気仙沼湾の海上火災を大規模化した東京湾の海

上火災が発生して、最悪の場合で約2ヶ月近くの間、東京湾の海上交通が麻痺し、湾内にある

火力発電所の操業が全面的に停止する可能性を指摘した。これは、地震動による埋立地の液状

化や側方流動（※注）などによって、護岸の被害、油や化学物質の海上流出、海上火災などの

複合災害の可能性を指摘したものであるが、それ以外にも工業など産業活動、輸出入、交通機

関、市民生活などに深刻な社会経済的影響が発生する可能性が大きい。

　臨海部コンビナート液状化などの危険性に対する工学的な地震防災対策は喫緊の課題である

が、その対策＝事前防災の考え方を支えるための社会科学的な知見の活用、あるいは学問横断

的な知見の体系化が極めて重要な課題である。環境政策には、リオ宣言第15原則の予防原則が

想定する環境や開発に関する「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合」におい

ては、「完全な科学的確実性の欠如」が、「費用対効果の大きな対策」を「延期する理由とし

て使われてはならない」という考え方があるが、この考え方を事前防災の理念にも応用する必

要があるだろう。このような予防原則と準公共財の概念を組み合わせることによって、資金調

達、公的資金の投入方法、法制度の整備など、臨海部コンビナートの危険性に対する事前防災

の対策を具体化するための理論的な枠組みの検討が可能になる。（前述の懇談会での検討内容

は早稲田大学ブックレット『東京湾臨海部の危険性と地震防災対策－コンビナートの強靱化に

向けて』（濱田政則・樋口俊一・中村孝明・佐藤孝治・飯塚信夫・共著）として2014年６月刊行

予定）

【※注】側方流動：地震で地盤が液状化した際に、地盤が水平方向に移動する現象。
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リスクがある」、予定を変更した場合「我が

国政府、国債への信認が失われ、対策対応が

困難になるリスクがある」とした。この両者

を比較した上で、最終的には「予算、税制、

規制・制度改革を含め、十分な対策を講じな

がら、予定どおり消費税を引き上げることの

方がリスクがより小さい」と結論づけた。こ

れを受け、安倍首相が消費税率を引き上げる

結論を下したとされている（『ファイナン

ス』2013.11）。 

 10 月 1 日に閣議決定されたのは、「消費

税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う

対応について」という経済対策である。これ

によると、「消費税率の引上げによる反動減

を緩和して、景気の下振れリスクに対応する

とともに、その後の経済の成長力の底上げと

好循環の実現を図り、持続的な経済成長につ

なげるため」消費税引き上げにあたって、

「『経済政策パッケージ』として取り組む」

となっていた。 

 この「経済政策パッケージ」は「成長力底

上げのための政策」「『政・労・使』の連携

による経済の好循環の実現」「新たな経済対

策の策定」「簡素な給付措置」など 7 項目に

及んでいる。この経済対策の実現に向けて

2013 年度補正予算と 2014 年度政府予算が編

成されることになった。 

 この経済政策づくりにあたっては、政策の

具体的な内容よりも、まず歳出規模が先に決

まるという異例な展開となった（2013 年 10

月 1 日付朝日新聞）。「消費税率を３％引き

上げても」そのうちの「２％分（約５兆円）

は経済政策で国民に還元し、実質１％上げ」

となり、経済へのショックを少なくするとい

うものである。首相官邸の主導で早々と「５

兆円程度」という枠が決められていた。 

この「経済政策パッケージ」を基本にし

て、12 月 5 日に「新たな経済対策の策定」

となる「好循環実現のための経済対策」を閣

議決定し、5.5 兆円の 2013 年度補正予算が組

まれることとなった。さらに、経済政策パッ

ケージの実行をはかるための税制改正大綱を

まとめ、その上で 2014 年度政府予算を決め

る筋道となっていった。 

 

（2）2013 年度補正予算 

 「経済政策パッケージ」として「好循環実

現のための経済対策」が 2013 年 12 月 5 日に

閣議決定され、その実行のために 5 兆 4,956

億円の 2013 年度補正予算が組まれた。 

 補正予算の財源として新たな国債は発行せ

ず、税収の増加分 2 兆 2,500 億円、税外収入

3,694 億円（復興財源 35 億円を含む）、前年

度剰余金の受け入れ 2 兆 8,381 億円（復興財

源 1 兆 9,273 億円を含む）と既定経費を 1 兆

5,334 億円削減してまかなう。 

 好循環実現のための経済対策の内容と補正

予算額は図表１のようになっており、次の①

から④までが「経済対策の実施に伴う国費」

である。 

①競争力の強化 1 兆 4,184 億円 

 競争力強化のための設備投資促進、科学技

術イノベーション・技術開発の推進と海外展

開の推進等、省エネ設備補助などエネルギー

コスト対策、オリンピック東京大会を契機と

した都市インフラの整備と五輪施設の整備、

地域づくり・まちづくり、農林水産業の活力

発揮、中小企業小規模事業者の革新、などで

ある。 

 この中で「地域づくり・まちづくり」につ

いて、「がんばる地域交付金」（870 億円）

が新しくつくられることになった。これは、

景気回復が波及していない財政力の弱い市町

村が行う地域活性化に向けた事業に対して、

この補正予算に計上された公共事業等の地方

負担額などに応じて算定・交付されることに

なっている。 

②女性・若者・高齢者・障害者向け施策 
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3,005 億円 

 女性の活 促進のための 大、 機

対策など て ・少 化対策、若者の

活 促進・ 対策、高齢者・障害者への

、などである。 

復興、 ・安 対策の加  3 兆 1,274

億円 

 東日本大 害の 地の復 ・復興にむけ

て復興財源の補てん まちづくり・産業の復

興、国 強 化、 ・減 の加 、 力

対策等、安 ・安 な 会の実現に向け

た 安・安 の と 機 体制の強化、

などである。 

 この①② の事業の 行に たっては、地

域づくり・まちづくり 、 会資本の 合的

整備 強 化、 化する公共施設などの

・安 対策など、地方 体が行う公共事

業が く含まれている。これらの投資的経費

はいずれも地方負担額（ ラ負担・補助

ラ）を伴うが、この地方負担額については

額を地方債で することができるとされて

いる。この 債の後年度における元 還金

は、 額が交付税措置される「補正予算債」

となっており、 体の実質負担はないこと

になっている。 

④ 者等への 緩和、 け と

反動減の緩和 6,493 億円 

 消費税率の引き上げに して、 者等

についての を緩和させる措置について

は、次の３事業が補正予算に り まれてい

る。 

 の 取 者についての給付措置

（ まい給付金） 給 収入が約 500 円

下の 入者に、都道府 民税の に

応じて 10 30 円を給付する。（1,600 億

円） 

 簡素な給付措置（ 給付金）

市町村民税（ 等 ）が 税されていない者

に、１ １ 円を給付する。そのうち、 齢

基 年金・障害基 年金の受給者等について

2013年度補正予算の概要

歳入 歳出
単位：億円

１．税収 22,580 １．競争力強化関連経費 14,184
２．税外収入 3,694 競争力強化のための投資促進
３．公債金 0 エネルギーコスト対策
４．前年度剰余金受入 28,381 オリンピックを契機としたインフラ整備

一般会計分 地域、農林水産業、中小企業の活力発揮
復興財源 ２．女性・若者・高齢者・障害者向けの施策 3,005
　一般会計合計 54,654 女性の活躍促進、子育て支援・少子化対策
特別会計分 212 若者の活躍促進、雇用対策
　　　合　計 54,866 高齢者・障害者への支援

３．復興、防災・安全対策の加速 31,274
東日本大震災の被害地の復旧・復興
国土強靱化、防災・減災の加速、原子力防災
安全・安心な社会の実現

４．低所得者・子育て世帯への影響緩和、
6,493

一般の住宅取得にかかる給付措置
簡素な給付措置（臨時福祉給付金）
子育て世帯に対する臨時特例給付措置

５．地方交付税交付金の増加 11,608
６．国際分担金等の追加財政需要 3,636
７．既定経費の削減 △ 15,334

合　計 54,866

1,600
3,420
1,473

498

19,308
10,946
1,021

　駆け込み需要と反動減の緩和

※出所：「平成25年度一般会計補正予算の概要」等をもとに上林作成
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は 5,000 円を加算する。 3,420 億円  

 て 例給付金 2014 年 1

月分の の受給者で、その前年の

が の 制 額に たない者に、対

1 につき 1 円を 給する。 1,473

億円  

地方交付税交付金の増加 1 兆 1,608 億円 

 地方交付税が 1 兆 1,608 億円増加される。

これは、2012 年度の 算分 4,176 億円と

2013 年度の国税 5 税の 増収に伴うもの

7,432 億円を加 たものである。このうち、7

月に 2013 年度の 交付税を算定した

に、 体の財源 額の合計より交付税

額が していたため 整率をかけて減額

していた。この分 259 億円を復活させて、

2013 年度中に 加交付されることになった

（2012 年度は 706 億円を３月に 加交付し

ている）。 りの 1 兆 1,349 億円について

は、2014 年度分として交付す き交付税

額に加算することとなった（2014 年度地財

計 の項で する）。 

国 分担金等の 加  3,636 億円 

 国連分担金、 争・ 害等に対する

道 、 定 B 者給付金の増加

などである。 

既定経費の削減 1 兆 5,334 億円 

 上のような対策を行い、2014 年 4 月の

消費税引き上げに対する対応として 置づけ

て、2014 年度 予算と合わせて 15 月予

算として 行することとされている。この補

正予算により、2013 年度 会計 額は 98

兆 770 億円となり、2012 年度は 10 兆円の補

正予算を組ん ことから最終予算額 100.5 兆

円となったが、2013 年度もこれに づく規

模に くれあがったことになる。 

この補正予算による経済 は、実質

でおおむ １％とされ、25 の

出となる、としている。 

を 上 の の の
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（3）201 年度 正  

 2014 年度の税制改正については、 民

・公 による「 税制改正大綱」が

2013 年 12 月 12 日に決まり、それを受ける

かたちで政府の「 成 26 年度税制改正大

綱」が 12 月 24 日に予算 とともに閣議決

定された。その内容は次のようになってい

る。 

①消費税５％を ％に引き上げ  

消費税の ％引き上げに伴い、国と地方と

の 分が変わる。現 の国 ％・地方１％の

分はその枠組 は変更せず、増加する３％

分については国 2.3％・地方 0.7％となり、あ

わせると国 6.3％・地方 1.7％の 分となる。

また、地方交付税の財源として てられる消

費税の交付税率は現 の 29.5％が 22.3％に変

更されることとなっており（消費税率 算

1.4%）、この結 、実質的には国 4.9％・地

方 3.1％の 分となる。2015 年 10 月から予

定されている 10％への引き上げがあった場

合を含めると図表２のような 分となる。

上は 2012 年度に決定済 の内容である。 

 民・公 の 内で最大の論 であっ

た、 活 などの消費税率を く る

減税率については、「『 会 障と税の

体改革』の に って な財源を し

つつ、 事業者を含む国民の を た上

で、税率 10％ に導入する」とした。その

上で、 減税率の導入にあたっての の内

容について し、2014 年 12 月の 税制

改正大綱で決定するという、 の決 と

なった。 

②民 投資活性化のための減税 

 2014 年度の税制改正は、「経済政策パッ

ケージ」に り まれた施策のうち、補正予

算で措置されなかった減税による景気 策

等については、この税制改正で 2014 年度か

ら約１兆円が実行されることになった。 

 具体的には、「民 投資活性化のための税

制改正大綱」（2013 年 10 月 1 日 税制改

正大綱）に基づき次の政策税制を実施するこ

ととなっている。その内容は、 先 設備の

取 など 産性向上につながる設備投資を促

進する税制の 設、 中小企業を する中

小企業投資促進税制の 、 企業の 開

発投資を促進する 開発税制の 、 収

力の 的な向上に向けた 的・ 本的

な事業 編を促進する税制の 設、 ベン

ーファン への投資等を促進する税制の

設、 既 の の 改 を促進するため

の税制の 設、などである。 

 また、「『政・労・使』の連携による経済

の好循環の実現」に向けて、2013 年 9 月に

「政労使会議」が られた。さらに、企業に

よる 上げの取組 を強力に促進するため

に、2013 年度税制改正で 設された

大促進税制を 大する。具体的には、現行の

給 給額を５％ 上の 合で増加させた場

合はその増加額の 10％（中小企業等は

20％）を税額 する 組 であるが、2013

14 年度は増加額の 合を２％までに引き

下げ、2015 年度には３％、2016 17 年度は

５％までとして、減税措置で給 引き上げを

促進する、という内容である。 

上が経済対策に 連する減税措置である

が、この にいくつかの税制改正が行われる

ことになった。主なものは次の りである。 

税 

 税については、給 の

しを行い、現行の の上 となる給

収入 1,500 円（ 額 245 円）を、2016

年より 1,200 円（ 額 230 円）に、

2017 年に 1,000 円（ 額 220 円）に引

き下げることとなった。これにより高額

者の税負担は増加することになる。 

④ 税 

 税については、まず復興 税
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が 1 年前 しで された。大 の復興財

源に てるため 税額に 10％上 せする

ものであり、2015 年 3 月 31 日までであった

のを 1 年前 しして される。 

 また、民 投資と消費を 大させるため、

交 費 税制度の を 2 年 長する

とともに、 のための 出の 50％を 金

算入を認める（中小 については、現行の

定額 800 円との 制とする）ことに

なった。企業の交 費を経費として認めるこ

とにより企業の消費 大を ったものであ

る。 

 方、地方 税については大 な

しが行われることになった。消費税の引き上

げに伴い、地方消費税の収入が大都市 に

し、 交付 体の財源 額が 大し、地

方と大都市 との財政力 が 大すること

から、この を 正する措置が とされ

ていた。その を 正するため、地方税で

ある 民税の 税 を 21 36％引き

下げ、その分を国税化して、地方交付税の財

源とする「地方 税（ ）」を 設する

ことになった（次 、地方財政計 の項で

する）。 

 また、2008 年 10 月に導入された地方

税と地方 税制度について

は、 本的な税制改正を行うまでの 定的な

措置であることから、地方 税の 設に伴

い、地方 税の税率を 額に引き

下げるとともに、その分は 事業税の税率

を引き上げることとなった。 

体 税 

 動 にかかる 税が、国税・地方税あわ

せて改正された。 

 動 税（国税）のいわ る「エコ

ー減税」について、新規 の次の 続

までに の対 を 大する。また、新

から 13 年 上経 した 両についての

動 税を引き上げる。 

 動 取 税（地方税）については、現行

（ 動 ）５％を３％に引き下げる。

また、 動 取 税の「エコ ー減税」につ

いては、現行 75％ 減する 動 は 80％

に、50％ 減は 60％に減税率を する。

なお、 税制改正大綱では、2015 年 10

月に予定されている消費税 10％への引き上

げの でこの 動 取 税を するとさ

れている。 財源については、 動 税

の引き上げの に、環 性 に応じた 動

への 税を導入するなどし、地方財政に

を及 さない規模の財源を するとされて

いる。 

 動 税（地方税）のいわ る「 リーン

化 例」については、2014 年と 15 年の新規

の性 に応じて 年度の税率を

75 50% 減する。また、環 への負 の大

きい 動 については、 ー ル で 11

年、 リン で 13 年 上経 したものに

ついて 10 15％ する。 

 上のように、「エコ ー減税」について

は するとともに、経年 については

する制度となった。なお、2015 年度の税制

改正において、「エコ ー減税」の基 の

しを行うとともに、「エコ ー減税」制度

の基本 を 化することになっている

（ 税制改正大綱）。 

 動 税（地方税）については、2015

年度 の新規取 者について 1.5 倍 輪

で現行 7,200 円を 10,800 円に に引

き上げる。また、13 年 上経 したものに

ついては、 輪 で 12,900 円に引き

上げる。 動機付き についても約 2 倍

の税率引き上げを行う。 

 上、消費税引き上げに伴う対応 税制改

正については、資 １のように補正予算と税

制改正に伴う増減額を 表にまとめて た。 

 安倍政 が景気回復を最 先にしているこ

とは であり、企業活動にとって設備投資
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などについては く措置されている。しか

し、民主 政 の「 活が 」という

はどこにも られず、市民については

動 税の引き上げなどの負担増を伴うものと

なっている。  

 

201 年度 予算  

 安倍政 は、 年 、12 月 24 日に 額 95

兆 8,823 億円の 2014 年度政府予算を閣議決

定した。1997 年に消費税を引き上げて

、17 年 りの消費増税を 、景気が

回復の兆しを せたことによる税収増加

を て 、 最大の予算規模となり「大

振る い」の予算編成となっている。予算

の推 は、図表３の りである。 

① 歳入の  

 歳入では、 税収入が 6 兆 9,050 億円の

びを んで 50 兆 10 億円となり、2007 年

度の水 （51 兆円）に くなっている。そ

れに伴い国債を 1 兆 6,010 億円減らし 41 兆

2,500 億円となり、国債 率が 43.0％で前

年度より 3.3 イント下がり、財政 への

取り組 を してはいる。しかし、公債

発行 高は 2014 年度 には約 780 兆円と

まれており、対 GDP 比で 156％となり、

先進国で最も い財政 にあることは変わ

っていない。 

 税収の内 は、消費税収が 15 兆 3 億円

で 4 兆 6,900 億円の増加となり、 収入

を 最も大きな税収となった。景気回復に

より 税が 1 兆 3,040 億円増加し 10 兆 180

億円となり、 税が 8,920 億円増の 14 兆

7,900 億円となっている。 その の税目は

とんど変わっていない。 

② 歳出の  

 歳出では、 会 障 費が 1 兆 3,951 億

円増 て 30 兆 5,175 億円となり、 めて 30

兆円 に上った。政府は増税分 5 兆円（国 4

 
一般会計歳入歳出 予算の 単位：億円、

2011年度 2012年度

予算 予算 予算 予算
対前年

（歳入）
税 収入 409,270 423,460 430,960 1 8 46 5 500,010 69,050 16 0 52 1
の 収入 71,866 37,439 40,535 8 3 4 4 46,313 5,778 14 3 4 8

公 債 金 442,980 442,440 428,510 △ 3 1 46 3 412,500 △ 16,010 △ 3 7 43 0
　　 公債 60,900 59,090 57,750 △ 2 3 6 2 60,020 2,270 3 9 6 3
　　特例公債 382,080 383,350 370,760 △ 3 3 40 0 352,480 △ 18,280 △ 4 9 36 8
年金特例公債 26,110 増 2 8 0 △ 26,110 減 0 0
前年度剰余金受入 0 0
　歳入合計 924,116 903,339 926,115 2 5 100 0 958,823 32,708 3 5 100 0

（歳出）
国債費 215,491 219,442 222,415 1 4 24 0 232,702 10,287 4 6 24 3
地方交付税交付金 167,845 165,940 163,927 △ 1 2 17 7 161,424 △ 2,503 △ 1 5 16 8
社会 障関 費 287,079 263,901 291,224 10 4 31 4 305,175 13,951 4 8 31 8

・ 興費 55,100 54,057 53,687 △ 0 7 5 8 54,421 734 1 4 5 7
給関 費 6,434 5,712 5,045 △ 11 7 0 5 4,443 △ 602 △ 11 9 0 5

防 関 費 47,752 47,138 47,538 0 8 5 1 48,848 1,310 2 8 5 1
公 業関 費 49,743 45,734 52,853 15 6 5 7 59,685 6,832 12 9 6 2
経 力費 5,298 5,216 5,150 △ 1 3 0 6 5,098 △ 52 △ 1 0 0 5
中小企業対策費 1,969 1,802 1,811 0 5 0 2 1,853 42 2 3 0 2

対策費 8,559 8,202 8,496 3 6 0 9 9,642 1,146 13 5 1 0
安定 給関 費 11,587 11,041 10,539 △ 4 5 1 1 10,507 △ 33 △ 0 3 1 1

の 経費 55,660 57,047 59,931 △ 16 8 5 1 61,526 1,595 3 5 6 4
経 機対 ・地域活性化予備費 8,100 9,100 0 △ 100 0 0 0 0 0
　 予備費 3,500 3,500 3,500 0 0 0 4 3,500 0 0 0 0 4
  歳出合計 1,464,897 1,415,789 926,115 △ 34 6 100 0 958,823 32,708 64 5 100 0

財政収支対 経費 708,625 683,897 703,700 2 9 76 0 726,121 22,421 3 2 75 7
　 ライ リー ランス △ 227,489 △ 222,998 △ 232,206 △ 7 6 △ 179,798 52,408 △ 12 8

※出所： 等をもとに上林作成

2013 25 年度 2014 26 年度
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兆 6,900 億円、地方 3,393 億円）を「す て

会 障の 持と 実に てた」としてい

る。内 は、基 年金の国 負担 合 2 分の

1 の引き上げに約３兆円、 会 障の 実に

0.5 兆円、消費税引き上げに伴う 会 障経

費の増加に 0.2 兆円などとしている。しか

し、2013 年度は年金 例公債を 2 兆 6 億

円発行してまかなっており、その 金分が増

税分に置き わった けで、制度の 実には

まわっていない。 

 事実、高齢者 の 負担はこれまでの

1 負担が、2014 年 4 月 70 歳になった

から 次 2 負担となる。また、

は 0.1％分 け引き上げになり、 の 実

には向かっていない。 の いは、

の 実に約 7 億円が計上され、 の定

を 5 年 で 40 増 す「 機 消

加 化 ラン」がつくられ、新年度 10

増 す方 とされていることである。 

 政府予算で 2 目に大きいのが国債費で、

これまで国債増発が なっていたため、1 兆

287 円増 23 兆 2,702 億円となった。2000

年度の国債費が 21 兆 4 億円であったこと

からすると約 2 兆円の増加となっている。 

 地方交付税交付金は、次 で かく る

が、 会計から交付税 会計への り出

し金（交付税 会計の入り ベース）は、

2,502 億円減って 16 兆 1,424 億円となった。

2 年続けての減少であるが、消費税率の引き

上げと の地方税収の増加が まれ

ることから、地方の財源 額が減少したこ

とによるものである。また、リー ンショッ

ク後の 機対応のための 1 兆円の 枠加算に

ついて 額削減が められていたが、4 削

減にとどまったことなども している。 

 公共事業費は、 年度に引き続き増加し、

6,832 億円増加して 5 兆 9,685 億円となっ

た。東京オリンピック の経費は、 し

た大 が 年度の補正予算と新年度の 予

算で認められた。また「国 強 化」を

げ、 化する公共施設 対策に する

費 の増加が られた。さらに、 会資本整

備事業 会計が され 会計化された

ことにより 目で 年度より 12.9％の増加と

なっているが、この分を く実質 び率は

1.9％となっている。 

 予算については安倍首相の強い 向も

あり、「 成 26 年度 に る 計 の

大綱」・「中 力整備計 （ 成 26 年

度 成 30 年度）」を策定し、 後 5 年

の 力整備の水 を 24 兆 6,700 億円とし

て、民主 政 の 2011 年度計 から 1 兆円

の増加となった。新年度予算では、2.8％増

の 4 兆 8,848 億円となり、 力の強

化、水 両 機 の整備 次 機の取

などにより への対応の強化等を図

ることとしている。 

 科学振興費では、734 億円の増加で 5

兆 4,421 億円となった。高 化の対 に

制 が設けられ、 いた財源を 高

向けの の 費に てる給付

金をもうける。また、いじめ対策などのため

学 ン ラーの 置を増 すなどが り

まれている。 

この結 、地方交付税の減額を き、

増額予算となっている。財政 よりも景

気回復をもとめ、なり り わ 議 の

めに応じて予算を復活する が スコ で

道されており、「１強体制」によるお りが

られる予算編成であった。 

 ともあれ、国債費を く基 的財政収 対

経費は 72 兆 6,121 億円となり、 年度よ

り 2 兆 2,421 億円増加した。しかし、消費税

の税収の びもあり、 ライ リー ラン

スは 2013 年度の イナス 23 兆 2,206 億円

（対 GDP 比 4.8％）から イナス 17 兆 9,798

億円（ 3.8％）に改 されることになっ

た。
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201 年度  

（1）  

地方財政計 とは、 年の政府予算編成に

合わせて策定されるもので、 地方 体の歳

入歳出 額の 額」というのが正 で

ある。 年、 等に基づくある き地方行

政水 に とされる経費 、行財政制度の

改正に伴う経費の増減などを 的な で算

出し、歳出に計上する。そして、経済の動向

税財政制度の改正等を り ん 収入

額を歳入に計上する。そのことにより、

的行政水 を することができるとしてお

り、地方交付税 7 に基づき策定される

ものである。

地方財政計 の は、①地方財源の 障

機 を持つ地方交付税との わりにおいて地

方財源の 障を行う、② 々の地方 体に

とっては財政 の となり、 国の施策

の大 分が 体を して行われていること

から国の施策の ともなる、とされてい

る。

い れば、 産業の の度合い

により地域 に財政力の があり、景気の

動向により税収が年度 でも が じてい

る。しかし、それらの にかかわらず

体が 的行政水 を つことが出 るよ

う、地方財政計 、なかんずく地方交付税を

じて、地方の財源を 障し、地方交付税

地方債などにより 地方 体に財源 障を

しているもの、とい る。

 地方財政計 は、 年度の 体における

歳出 額を もり、地方の税収、国 補助

負担金、地方債などの歳入ではまかな きれ

ない額（財源 額）を算定し、その 額

を地方交付税によって補うためにつくられ

る、といってもよい。

 方、地方交付税は、 体 の財政力の

を 消するため、交付税の 正な 分を

じて 体 相 の を 整し、 て

ん化を図る がある。 に、地方財政

体について、地方交付税の 額が国税５税の

定 合として 定されていることを じ

て、地方財源が 額として 障されているこ

とになる。また、 の 体にとっては、

交付税の算定において、「基 財政 額

基 財政収入額」という基 を じて 額

に する財源が交付税で され、 的

な行政 のために な財源を 障される

ことになる。これが地方交付税の「財政 整

機 」と「財源 障機 」といわれるもので

ある。

 なお、2011 年度の東日本大 への対応

のため、地方財政計 は 収 分と東日本

大 分とに分けられているが、ここでは

収 分の について ることにする。 

 

（2）201 年度 （

）   

 2014 年度の地方財政計 は、 額が 83 兆

4 億円で、前年度と比 １兆 5 億円

(1.8%）の増加となっている。 は図表

のとおりである。

 財政はまず歳出を もり、そしてその

額を歳入で する。いわ る「 出制入

（入るをはかりて、出るを制す）」が財政の

である。歳出としては、給 経費を

20.3 兆円、 行政経費を 33.2 兆円、投資

的経費を 11 兆円、公債費を 13.1 兆円、その

5.6 兆円と もって、歳出 額が 83.4 兆

円となっている。

 歳入は、まず、地方税及び地方 税等が

37.8 兆円、国 出金が 12.4 兆円で、地方

債（ 債）が 4.3 兆円、その の収入 5.6

兆円を もる。その上で、地方交付税の

定分（国税５税の 定 合）が 12.2 兆円で

あり、これに 2013 年度補正予算で措置した
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金 1.1 兆円を加 、交付税 会計の

入金の 還金 など 0.7 兆円を し引く

と 12.6 兆円となる。

 ここまでの歳入額はあわせて 72.7 兆円

で、歳出 額に対して 10.6 兆円 するこ

とになる。これが「財源 額」といわれる

もので、これをどう め合わせるかが 年の

予算編成で 省と財 省の にかかって

おり、この め が「地方財政対策」と

ばれているものである。

 年の地方財政対策は、まず、地方が財源

対策債（財源 に てる 設地方債）を

0.8 兆円発行し、国が 会計から 0.9 兆円

を加算し、リー ンショック後の地方財政の

減少に対応するための な加算を 0.6 兆円

（前年度は１兆円）とし、 会計の りく

りで 0.1 兆円を 出す。その上で 2001 年

から発行してきた 財政対策債（地方交付

税の財源 に てる地方債）の元 還金

に てるため、 財政対策債を 3 兆円発行

する。 上で約 5.3 兆円となる。

財源 額 10.6 兆円からこの 5.3 兆円を

し引いた りの 5.3 兆円を、国と地方で

するのがルールとなっている。国は 分の

2.6 兆円を 会計で「 財政対策 例加

算」として負担し、地方は りの 分 2.6 兆

円について 財政対策債を発行して め

をする。なお、この ルールは、 、

2016 年度までは 続されることになってい

る。

 こうした り りを じて財源 を

めした結 、地方交付税（交付税 会計の

出 ベース）は 額 16.9 兆円となり、前年

度より 0.2 億円（1.0%）の減少となった。そ

して地方交付税の わりに発行する 財政

対策債は 5.6 兆円となり、結 としては地方

が発行する地方債は 10.6 兆円となった。こ

のような な り りを経て地方財政計

の歳入が されることになったわけであ

る。

 歳入について すると、地方税 35 兆

円、地方 税および地方 例交付金 2.9 兆

 年度 計 の

出

一般 の

補 補 補

出

5 5 2

の 算

の 出 の

2 5
2

の

算

の の
出

2 2

2 2 5

2
2 年度の計 の

一 般 5

2

等

補
算

2
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円、地方交付税 16.9 兆円、 財政対策債

5.6 兆円、これらを合わせた 財源の 額

は 60.4 兆円となり、 年（59.8 兆円）

の 財源は されたことになる。これに

国 出金 12.4 兆円、 財政対策債を

く地方債 4.9 兆円、 使 などその

の収入 5.1 兆円を加 ると、歳入 額が 83.4

兆円となる。これが 年度の地方財政計

（対策）の で、3 年 の推 は資 ２の

とおりである。

 
（ ）2 年度  
①地方 財源 額の と 枠

 2014 年度の地方財政計 の は、

財源の 額が、前年より 6,050 億円増加し 60

兆 3,577 億円となったことである。 体で

に使 る 財源の 額が 7 年 は

59 兆円 で推 していたが、 回、 めて

60 兆円を たのである。

 景気回復の兆しが られていることか

ら、都道府 税を中 にして地方税収入が 1

兆 508 億円（復興増税分を含む）の増加が

られたことと、地方交付税の 額が 1,769 億

円の減少にとどまったことが にあげられ

る。さらに 2009 年度からリー ンショック

への 対応で まった 1 兆円の 枠加算

が、経済財政 会議などから 額削減を

められていたが、4 減にとどまり 6,100 億

円 されたことも している。

 また、地方歳出の 枠である「地域経済

基 強化・ 等対策費 については、 制

が められていたが、2013 年度は 1 兆 4,950

億円から 3,000 億円が削減されたものの、1

兆 1,950 億円が された。後で る「地

方の元気 事業費」が 3,500 億円 され

ていることを ると、実質的には前年度の

水 が 持されたことになる。

②地方 税の交付税 資化

 省は、2012 年 月から地方財政 議

会の中に学 経 者 体 者を含めた

「地方 税のあり方等の 会」をつく

り、税源の の実 その 正について議

論を てきた。2013 年 11 月になりその

がとりまとめられた。そこには、「地方

の財源の の 整には地方交付税制度が

」であり、「地方消費税の引上げによ

り、 交付 体の財源 額は 大し、 交

付 体と交付 体との財政力 が 大する

ことから、 正のための措置が 」と

され、「地方交付税 資化に最も さわしい

のは 性の大きい 民税 税 であ

る」としていた。

の 正

正 2 年

5 会計

の に

2

2
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 これを受けて 省は、 回の税制改正で

民税の を地方交付税の 資とする

こととして、税制改正大綱に り ん ので

ある。

 具体的には、図表５のように、都道府 と

市町村の 民税の 税 の税率を引き

下げ、引き下げに相 する 税率で地方

税（国税）を新たに 設する。この地方

税は、 額を交付税 会計に り入

れ、地方交付税の 資とすることとした。

2014 年 10 月 1 日 に開 される事業年度

からの となり、実 には 2015 年度

に の 正 が じることになる。

 また、2008 年度から導入された地方

税と地方 税制度については、

性の小さい地方税体 を するまでの

の 定的措置として 設された異例の措置で

あった。 回地方 税による交付税 資化

が行われ、 性を 正する方策が なさ

れたことから、これを補 するものとして地

方 税の規模を 小し、 定措置を

続させることになった。

 具体的には、図表 のように、地方

税の税率を 事業税の 額を 税

として現行の 81％から 43.2％に 減

するとともに、その分は 事業税の 税

率を引き上げることとした。

 税制改正大綱では、2015 年 10 月に予

定されている消費税 10％への引き上げ に

は、 民税 税 からの交付税財源化

を 進めることとされている。また、地方

税・ 税制度については する

とともに、現行制度の を ま て

の 正措置を講ずるなど する制度

について を行うこことされた。

・減 事業と地域の元気 事業

の 続

 地域の 力を強化するための施設の整

備、 害に強いまちづくりのための事業、

害に に対応するための の など

に てる「 ・減 事業」について

は、前年の 4,500 億円から 5,000 億円に増加

された。この事業は 2014 16 年度まで行わ

れ、事業費は 額地方債の発行でまかない、

その地方債の元 還金の 70％を基 財政

額に算入する交付税措置がとられること

になっている。

 また、前年度に地方公 の給 費が削減

されたことと りで「地域の元気づくり事

業費」3,000 億円がつくられたが、 回は

と の 正

2 年 2 年 2 年

2

所 の

所 に
5 に

所 所
2 5

も の の所 の
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3,500 億円が計上され、 行政経費の地方

事業費の中に組 まれることになっ

た。この事業は、地域経済の活性化に取り組

むための「地域の元気 事業費」（ 変

更）として、 を基本とした上で、

出 額・年 額・ 業者 ・ 民

など地域経済の活性化の成 をはかる

をもとに算定される。また、 体の行革

力の取り組 として 削減率 ラスパイ

ス ・ 費削減率などの を く

定して算定されることになっている。

 なお、この「地域の元気 事業費」は、

2015 年度 に②の地方 税の

正によって じる財源を活 して、増額が

されることになっている。

④ 会 障費の 実

 消費税引き上げによる増収分を活 して、

地方が行う 会 障 事業の地方負担額に

ついて 2,713 億円の財政措置がとられること

になった。具体的には、図表 のとおりとな

っている。少 化対策として「 機 消

加 化 ラン」の推進などの 事

業、 ・ 分 については国民

の 減制度の 機 への財

政 、難 など 定 についての 費

助成制度の などの地方負担に てられる

ことになっている。

 なお、地方消費税の引き上げで、 年度に

は約 1.8 兆円の税収増加が られるが、前

の 会 障 事業費も増加する。その税収

増加と事業費増加について、地方交付税の交

付 体と 交付 体とでは の現れ方が異

なってくる。交付 体では、地方消費税の増

収分が新たな 会 障 費の増加よりも上

回った分については、 財政対策債等の減

少で相 される。 方、 交付 体では、上

回った分はそのまま財源 額となり、財政

力 が交付・ 交付 体 でさらに 大す

る れもあるとされている（前 「地方

税のあり方等の 会」 ）。十分

する がある。

公共施設等の 化対策

 に 設された大 の公共施設などが更

新 を ることから、 体における

合的かつ計 的な を進める があり、

そのための「公共施設等 合 計 」の

成が められている。この計 づくりに

な経費について、 交付税で 2 分の 1 が措

置されることになった。また、計 に基づい

て公共施設等の がなされる場合は、地方

債の 例措置をつくり、地方債（ 率

70％）が資金 として発行できることにな

 

2 年度 会 の の
単位：億円

な 公費 担 国 地方

１．少子化対策 3,060 1,444 1,616
　　 機 に向けた 育 業 2,307 1,043 1,264

２． ・ 1,892 795 1,097
　　 機 の分化・連 等のための 機関等への
　　　　　財政支援 544 362 181
　　国 等の低所得者の 減 度の 612 612
　　 ・小 性特定 に る 費 度の 298 126 172

３．年金 10 10

　　社会 障の 実分の合計 4,962 2,249 2,713
※出所：「平成2 年度 の概要」をもとに上林作成
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った。

 このことについては、「 かながわ月

」2013 年 12 月 で、 内の「公共施設

ネジ ント」の取り組 について 本

の がなされている。これを ると、ま

取り組 は に いたばかりであり、本 的

取り組 には ど い とい る。

体での本 的取り組 が たれている。 

 

（ ）2 年度  
（ ） 

 2014 年度の地方財政計 （ 収 分）

の 額は 83 兆 3,607 億円で、前年より 1 兆

4,453 億円（1.8％）の増加となった。その主

な歳入経費、歳出経費の内 は資 ２の

りとなっている。

① 歳入経費の

 地方税は、35 兆 127 億円で、前年より

9,952 億円（2.9％）の増加となっている。そ

のうち道府 税は 14 兆 6,295 億円で、前年

より 7,343 億円（5.3％）の増加、市町村税は

20 兆 3,832 億円で、前年より 2,609 億円

（1.3％）の増加となっている。若 の景気

回復が まれていることから、 の

道府 税を中 に増加 向が られる。ま

た、地方消費税率が引き上げられるが、地方

分は 年度に収入となるため、 年度は

3,393 億円の増加にとどまっている。税目

の内 は資 ３のとおりである。

 地方交付税は、すでに たとおり、16 兆

8,855 億円であり、前年より 1,769 億円

(1.0％)の減少となっている。地方交付税の

わりに発行する 財政対策債は、5 兆

5,952 億円で、前年より 6,180 億円（9.9％）

の大 な減少となっており、これを合わせた

実質的な地方交付税は 22 兆 4,807 億円とな

り、前年より 7,949 億円（3.4％）の減少とな

った。

 なお、交付税 額の 94％が 交付税

で、6％が 交付税となっている。この

交付税の 合を 年度から 次減じて 4％

まで引下げることになっていたが、 年の

中 などの 害対応が となって

いるため、2015 年度までは、現行の 6％を

持することになった。

 地方税、地方 税、地方 例交付金、地

方交付税（ 財政対策債を含む）を合わせ

た 財源 額は、60 兆 3,577 億円となり前

年より 6,051 億円の増加となったのは既に

たとおりである。

 国 出金は、12 兆 4,491 億円で、前年よ

り 5,988 億円（5.1％）の大 な増加となって

いる。 活 費など 会 障 費の増加

とともに、消費税引き上げに伴う て

費など 会 障の 実が加わったため大 な

増加となったものとい る。

 地方債については、10 兆 5,570 億円で、前

年より 5,947 億円（5.3％）の減少である。こ

のうち、既に たように 財政対策債が 5

兆 5,952 億円で前年より 6,180 億円（9.9％）

の大 減少となっており、 地方債（ 設

地方債 財源対策債）は 4 兆 9,618 億円で前

年より 233 億円（0.5％）の増加となってい

る。

② 歳出経費の

給 経費は 2 兆 億円で、前年

より 億円（ ％）の増加になってい

る。そのうち給 費が 18 兆 4,632 億円で前

年より 6,941 億円（3.9％）の増加となった。

これは 年については国 公 の給

引き下げを行うことを前 にして算出された

ものが、 年は削減されず復元することにな

っているためである。 についても国

公 に じた引き下げを 、前年度

より 976 億円（5.0％）の減少となってい

る。

さらに について、 を 8,515

削減し、 も ・ の減
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少に伴い 3,639 の減少を 、公 高

、公 大学等の も 757 減少となっ

ている。 官については、 事 を

51 減 とされている。この結 、前年よ

りも は 12,962 の 減となってお

り、給 経費がわずかの増加となったの

である。

行政経費は 33 兆 2,194 億円で、前年

より 兆 億円（ ％）の増加となっ

ている。 行政経費のうち、国 補助負担

金を伴うもの（補助事業）については、

兆 億円で、前年より 兆 億円

（ ％）の増加となっている。 に 会

障 費の増加が大きく、 労 省 の

補助事業が 億円と大 に増加している

ことが目についた。 
行政経費のうち補助負担金を伴わない

もの（ 事業）は、 兆 億円で前

年より 億円（ ％）の減少となってい

る。また、 行政経費の中に「地域の元気

事業費」 億円が新設されたことは

既に たとおりである。 
地域が実施する 事業を含めて地域経済

基 強化・ 等対策に な経費（地域経

済基 強化・ 等対策費）は 兆

億円で、前年より 億円を減少して計上

されている（道府 分 2 億円、市町村分

2 億円）。これは歳入において地方交付

税の 枠加算が 億円削減されたことに

伴うものである。 
投資的経費は 兆 億円で、前年より

億円（ ％）増加している。投資的

経費のうち国 事業と国 補助負担金を伴

うもの（公共事業）は 兆 億円で、

前年より 億円（ ％）増加している。

また、国 補助負担金を伴わないもの（

事業費）は 兆 2 2 億円で、2 2 億円

（ ％）の増加となっている。 
投資的経費のうち、道 、都市公 、 、

、 等の 民 活に な 活 連施

設などの整備を行う 設事業費は 兆

億円（補助事業 兆 億円、

事業 2 兆 億円）で、前年度より 2
億円 の減少となっている。しかし、

の地方債などを財源として、 対策事業

・減 事業などで公共施設の整備

実を図る 事業費については、前年度よ

り 2 億円（ ％）と大 に増加してい

る。 
 投資的経費が 体として増加しているが、

この に 2013 年度の補正予算で約 1 兆円の

投資的事業が既に組 まれていることか

ら、実質的には補正予算による事業を合わせ

ると大 な増加となっていることは いが

ない。

 公債費（地方債の元 還金）は、 兆

億円（元金 還金 兆 億円、

費２兆 2 億円）で、前年より 億円

（ ％）の減少となっている。これによ

り、2 年度 の地方債 高は 兆

億円と まれ、前年度と比 て

億円減少する であるとしてい

る。 

 上、2014 年度の地方財政計 について

その を てきた。地方財政計 の 額

について振り ると、2001 年度が 89.3 兆円

と最も大きかったが、その後減少を続け、

2009 年度には 82 兆円 に、2012 年度からは

81 兆円 にまで下がっていた。 回、 年

りに 83 兆円に回復したわけである。

財源も既 のように めて 60 兆円 に上っ

たことになる。

 国の予算と地方財政計 との について

整 して図に表すと、資 のようになる。

国の 会計予算が 95.9 兆円と大きく増加
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したのに対して、地方財政計画は 83.4 兆円

でわずかな増加にとどまっている。この地方

財政計画の規模は、決算と比較してみると

10％以上小さく見積もられているのである。 

実際の地方財政の普通会計決算総額は、

2012年度で歳入が 99.8兆円、歳出で 96.4兆

円であり、この年の地方財政計画総額が東日

本大震災分をあわせて 84.3 兆円であったこ

とを考えると、計画と決算の乖離は大きい。

地方財政計画の規模が実態よりも 15 兆円以

上小さすぎるといえる。一般財源総額で見る

と、計画額が東日本大震災分を含めて 60.3

兆円であったが、決算額では 61.1 兆円であ

った。計画が決算より少ないのはここでも見

られる。 

地方財源の確保と財政調整の役割を果たす

地方財政計画ではあるが、必ずしも万全なも

のとなっていないのが現状である。 

また、前年度の地方公務員給与の引き下げ

を地方財政計画の中で強要したり、行革努力

で事業費を増減させる地域の元気創造事業費

などに見られるように、一方的な国の基準で

事業費の配分が決まるなど、地方の財政運営

に対する国の強権的姿勢が見られる。地域主

権を謳った民主党政権が、その多くを実現で

きないまま退陣し、安倍政権になって「地方

分権」はあまり聞こえてこなくなった。 

ただ、2013 年 12 月に地方分権改革有識者

会議（神野直彦座長）から「個性を生かし自

立した地方をつくる～地方分権改革の総括と

展望（中間とりまとめ）～」がだされたのが

注目される。地方分権について衆参両院の推

進決議から 20 年経過したが、その節目にあ

たって 20 年間の分権改革の総括と今後の展

望について触れられており、「最終まとめ」

を６月までに行うことになっている。 

この中に都道府県から指定都市への権限移

譲、具体的には長年の懸案であった県費負担

教職員の給与負担と関連する事務・権限など

29 事項を 20 の指定都市に移譲することが盛

り込まれている。これは、昨年 10 月から総

務省の呼びかけで、20 指定都市と関係 15 道

府県の両者が協議を行ってきており、11 月

14 日に両者が合意に達したものである。合

意内容によると、給与費負担の移譲とあわせ

て、個人住民税所得割の２％が指定都市へ移

譲され、不足する財源については地方交付税

で措置することになった。2015 年度からの

実施を目指して関係法の改正が予定される。

これは関係者から大変大きな成果だと評価さ

れている。 

一方で、人口減少が既にはじまっている地

域が多くなった。大都市圏などは人口こそま

だ増加傾向にあるものの、高齢者の著しい増

加が見込まれ、高齢者と少子化への対応が急

がれている。高度成長期につくった公共施設

やインフラ設備が老朽化を迎えており、これ

に対応する長寿命化対策や補修、立て替えな

どに膨大な費用が見込まれている。地方財政

の今後の動向は、きわめて厳しいものが待ち

受けていると言わざるを得ない。 

こうした地方財政の実態を、多くの市民の

前に正確にしかも詳細に伝え、優先順位をつ

けた施策の展開が迫られている。そのために

は、総合的かつ計画的な行政運営と、徹底し

た情報公開そして市民参加による政策決定が

重要な課題となっているといえよう。 
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消費税率引き上げとそれに伴う対応及び税制改正大綱の内容と増減収見込み
（単位：億円）

改　　正　　事　　項 　　増減収見込額
消費税率　５％→８％ 平年度 初年度

国　４％→６．３％　 　地方　１％→１．７％
　消費税引き上げに伴う対応

成長力底上げのための政策
生産性向上設備投資促進税制の創設 ▲ 2,990 ▲ 3,520
研究開発税制の拡充 ▲ 270 ▲ 200
中小企業投資促進税制の拡充 ▲ 170 ▲ 170
ベンチャー投資促進税制の創設 ▲ 30 ▲ 10
事業再編促進税制の創設 ▲ 100 ▲ 100
既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設 ▲ 70 ▲ 60

「政・労・使」の連携による経済の好循環の実現
所得拡大促進税制の拡充 ▲ 1,060 ▲ 1,350
雇用者給与増加の税額控除制度を現行５％→２％(2015年度)に拡充など
　また国税だけでなく法人住民税についても上記の措置を行う

新たな経済政策の策定
2014年４～６月期に見込まれる反動減を緩和するため新経済政策を策定
競争力強化策、高齢者・女性・若者向け施策、復興防災安全対策の加速
そのため5兆円規模の補正予算を、来年度予算と合わせて編成する

簡素な給付措置
市町村民税非課税者2400万人に１万円を支給 （-3,420）
上記のうち老齢基礎年金（65歳以上）等に5000円を加算

住宅取得等にかかる給付措置 （-1,600）
給与収入500万円以下の住宅購入者に10～30万円給付

子育て世帯に対する臨時特例給付金
児童手当の受給者で、前年の所得が所得制限に満たない児童1人に1万円支給

2014年度税制大綱
個人所得課税　

所得給与所得控除の見直し　
上限を給与収入1500万円→1200万円（16年）→1000万円（17年）に
企業型確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ ▲ 70 ▲ 20

法人課税
復興特別法人税の一年前倒しでの廃止 ▲ 6,453
交際費課税制度の適用年限を２年延長　飲食支出50％を損金算入 ▲ 430 ▲ 290
　中小企業について現行の800万円定額控除との選択制に
国家戦略特区での機械等の取得で特別償却または税額控除の制度を創設 ▲ 20
集積地域における産業資産の特別償却制度の廃止

地方法人課税の偏在是正
地方法人住民税の一部を国税化　法人税割を引き下げ地方法人税の創設　＊▲ 4,908 ▲ 1
地方法人特別税の規模を１／３縮小し　法人事業税の税率を引き上げ　　　　＊

車体課税の見直し
自動車重量税のエコカー減税を拡充、 ▲ 160
　13年以上の経年車についての自動車重量税額を引き上げ　
自動車取得税を現行100分の３→100分の２に引き下げなど ＊ ▲ 806 ▲ 806
自動車取得税のエコカー減税を現行75％→80％軽減に拡充など＊ ▲ 94 ▲ 94
自動車税グリーン化について登録の翌年度の税率を100分の75軽減など＊
　さらに自動車税グリーン化を2年延長する
軽自動車税を2015年4月以降取得する新車について1.5倍に引き上など　＊
　13年以上の四輪車等の経年車に重課の導入 ＊
　二輪車の標準税率の引き上げ ＊

消費税
簡易課税制度の見なし仕入れ率の見直し
外国人旅行者向けの消費税免税制度の見直し ▲ 100 ▲ 50

国税改正に伴う地方税への影響
個人住民税 ＊
法人住民税 ＊ ▲ 503 ▲ 265
法人事業税 ＊ ▲ 708 ▲ 189
地方消費税 ＊ ▲ 17

試算は、「平成26年度税制大綱」（2013.12.24閣議決定）の参考資料１，２によるものである。
国税と地方税への増減収をあわせて記載した。＊印は地方税関係である。 ( )内は2013年度補正予算に計上
地方税のうち、増減額の少ない不動産取得税、固定資産税、都市計画税については省略してある。
消費税引き上げの増減額については、初年度は2014年度政府予算と地方財政計画の税収増加を加えた。
また、平年度は2013年度政府予算の消費税額をもとに３％分を推計した。

※出所：「平成25年度補正予算の概要」等をもとに上林作成

資料 1　消費税率引き上げとそれに伴う対応及び税制改正大綱の内容と増減収見込み
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 編集後記

　2014年は次年度予算案の議会審議を目前に、東京都と大阪市で任期途中の首長選挙が実施される

という地方自治で極めて異例の年になりそうだ。東京都は任期1年で前知事が医療法人からの現金

受け取り問題で想定外の辞職、大阪市は大阪都構想をめざす市長が任期2年で出直し選挙と、事情

は異なるが、「首長の都合」で行われる選挙経費はいずれも5億円を超える支出と推計されてい

る。民主主義のシステムで、民意を問うべきと有権者が求める住民投票については、掛かる経費を

理由に慎重な姿勢を示す長・議員は少なくないが、選挙についてそうした問題指摘はほとんど聞か

れない。都知事選挙の投票率は46.14％で、前回（2012年）を16.46ポイント下回り、過去３番目の

低い水準となった。20年ぶりに都心を襲った大雪の影響もあろうが、政治家の選挙への熱意と市民

の選挙への関心との乖離が広がる中での選挙の意味を、政治家は市民とともに考える必要があるだ

ろう。 （谷本有美子）

巻頭言
　昨年12月に公表された中央防災会議の首都直下地震に関する最終報告「首都直下地震の被害

想定と対策について」では、首都直下のＭ７クラスの地震及び相模トラフ沿いのＭ８クラスの

地震が発生した場合の被害想定が明らかにされた。中でも、今後30年間に発生する確率が70％

程度と高いＭ７クラスでは人的・物的被害が甚大で、市街地火災の多発、ライフライン被害、

交通施設などの被害が非常に大きくなる見込みである。また、首都中枢機能（政府機関や経済

中枢機能としての資金決済、証券決済、企業活動など）にも深刻な影響が出ることが明らかに

された。

　2011年３月の東日本大震災でも東京湾岸や関東内陸部の埋立地の液状化により臨海部コンビ

ナートや埋立地に造成された宅地被害は深刻であったが、首都直下地震による液状化などが

臨海部コンビナートに与える被害は極めて甚大かつ深刻なものになると考えられる。

　筆者も参加した「臨海部の地震・津波防災性向上に関する懇談会」（座長・濱田政則早大理

工学術院教授）では、東日本大震災で発生した気仙沼湾の海上火災を大規模化した東京湾の海

上火災が発生して、最悪の場合で約2ヶ月近くの間、東京湾の海上交通が麻痺し、湾内にある

火力発電所の操業が全面的に停止する可能性を指摘した。これは、地震動による埋立地の液状

化や側方流動（※注）などによって、護岸の被害、油や化学物質の海上流出、海上火災などの

複合災害の可能性を指摘したものであるが、それ以外にも工業など産業活動、輸出入、交通機

関、市民生活などに深刻な社会経済的影響が発生する可能性が大きい。

　臨海部コンビナート液状化などの危険性に対する工学的な地震防災対策は喫緊の課題である

が、その対策＝事前防災の考え方を支えるための社会科学的な知見の活用、あるいは学問横断

的な知見の体系化が極めて重要な課題である。環境政策には、リオ宣言第15原則の予防原則が

想定する環境や開発に関する「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合」におい

ては、「完全な科学的確実性の欠如」が、「費用対効果の大きな対策」を「延期する理由とし

て使われてはならない」という考え方があるが、この考え方を事前防災の理念にも応用する必

要があるだろう。このような予防原則と準公共財の概念を組み合わせることによって、資金調

達、公的資金の投入方法、法制度の整備など、臨海部コンビナートの危険性に対する事前防災

の対策を具体化するための理論的な枠組みの検討が可能になる。（前述の懇談会での検討内容

は早稲田大学ブックレット『東京湾臨海部の危険性と地震防災対策－コンビナートの強靱化に

向けて』（濱田政則・樋口俊一・中村孝明・佐藤孝治・飯塚信夫・共著）として2014年６月刊行

予定）

【※注】側方流動：地震で地盤が液状化した際に、地盤が水平方向に移動する現象。
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